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十
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八
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受
領
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内
閣
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六
号

平
成
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十
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年
八
月
十
八
日

内
閣
総
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大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
中
国
の
南
シ
ナ
海
等
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
中
国
の
南
シ
ナ
海
等
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
認
識
は
有
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
カ
イ
ロ
宣
言
及
び
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
領
土
の
最
終
的
処
理
を
決
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
は
、

日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
第
二
条
に
従
い
、
新
南
群
島
及
び
西
沙
群
島
に
対
す
る
全
て
の
権

利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
新
南
群
島
及
び
西
沙
群
島
の
領
土
的
な
位
置
付
け
に
関
し
て
独
自
の
認
定
を
行

う
立
場
に
な
い
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

沖
ノ
鳥
島
が
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
い
う
。
）

第
百
二
十
一
条
�
に
規
定
す
る
「
岩
」
に
該
当
す
る
と
の
認
識
は
有
し
て
い
な
い
。

三
の
（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
連
の
大
陸
棚
限
界
委
員
会
に
お
い
て
、
国
際
社
会
の
大
多
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

一



で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
（
三
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
我
が
国
は
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に
よ
り
、
沖
の
鳥
島
が
大
陸
棚
の
起
点
と
な
る
島
で
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第

七
十
六
条
�
に
規
定
す
る
大
陸
棚
の
限
界
に
関
す
る
委
員
会
に
対
し
て
、
我
が
国
の
大
陸
棚
の
外
側
の
限
界
を
二
百
海
里
を

超
え
て
設
定
す
る
こ
と
（
以
下
「
大
陸
棚
延
長
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
を
提
出
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
、
同
委
員

会
に
よ
り
、
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
の
一
つ
と
す
る
大
陸
棚
延
長
に
関
す
る
事
項
を
含
む
勧
告
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
同
委
員
会

は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
規
定
に
従
い
、
沿
岸
国
が
提
出
し
た
大
陸
棚
延
長
に
関
す
る
科
学
的
及
び
技
術
的
デ
ー
タ
等
を
検

討
し
、
当
該
大
陸
棚
の
外
側
の
限
界
の
設
定
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
勧
告
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
し
て
お
り
、
特
定
の
地

形
が
国
連
海
洋
法
条
約
第
百
二
十
一
条
�
及
び
�
に
規
定
す
る
「
島
」
の
地
位
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
限

は
有
し
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
点
に
関
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
今
後
の
外
交
上
の
や
り
取
り
に
支
障
を
来
す
お
そ

二



れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
差
し
控
え
た
い
。

三


